
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３条許可申請書提出からの処理期間：１ヶ月程度 

 

 

経営農地が 20a 以上の方・賃借権や使用貸借権など、貸し借りによって農地の権利を取得する方 

３条許可申請書の提出 

毎月 10 日〆 

※10 日が土日の場合は後ろ倒し 

総会での審議 

※毎月 25 日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※営農計画書提出からの処理期間：３ヶ月程度 

経営農地が 20a 未満の方が農地の所有権を取得する場合 

営農計画書の提出 

毎月 10 日〆 

※10 日が土日の場合は後ろ倒し 

営農計画書の補正 

指示(事務局) 

～総会①まで 

総会①(25 日開催)にて営

農計画書及び質問票を委

員に配布・説明 

 

委員からの質問の回収 

及び回答票の作成 

～次回の総会②まで 

総会②(25 日開催)にて、委

員に回答票を配布し、営農

計画書の審議を行う。 

営農計画書の審査の結果 

見込み有と判断された場合 

３条許可申請書の提出 

毎月 10 日〆 

※10 日が土日の場合は後ろ倒し 

総会③(25 日開催) 

での審議 


